
資料５

ファミリー・サポート・センター事業の無償化について

１ 事業の概要

児童の預かり等の援助を要する会員と児童の預かり等の援助を行う会員との援助活動の調

整を行い，地域における育児の相互援助活動を推進する。

ファミリーサポートセンター 上川中部子ども緊急さぽねっと

対 象 生後６か月から小学校６年生まで 生後０か月から小学校６年生まで

主 な ・保育所，幼稚園，学校等への送迎 ・緊急を要する子どもの預かり，送
援助活動 ・保育所，幼稚園，学校等の終了後 迎
の 内 容 の預かり 等 ・養育者の体調不良時の子どもの預

かり 等

２ 利用料及び利用料の助成

⑴ ファミリーサポートセンター

利用時間 利用料金

午前７時～午後７時 ３５０円／３０分
月曜日から

午前６時～午前７時
金曜日まで ４００円／３０分

午後７時～午後１０時

土・日・
祝 日 ・ 午前６時～午後１０時 ４００円／３０分
年末年始

⑵ 上川中部こども緊急さぽねっと

利用時間 利用料金

午前７時３０分～午後６時 １，０００円／１時間
一般預かり

午後６時 ～午後１１時 １，２００円／１時間

病児・病後児 午前７時３０分～午後６時 １，０００円／１時間

１０，０００円（３歳以上）
宿 泊 午後６時 ～午前８時

１２，０００円（３歳未満）

⑶ 利用料の助成

・非課税世帯・ひとり親世帯・ダブルケア負担の世帯

利用者の負担 利用料の５分の１ （５分の４を助成）

・その他の世帯

利用料の負担 利用料の２分の１ （２分の１を助成）

３ 無償化給付の対象者

保育の必要性があると認定され，認可保育所等を利用していない

・３歳から５歳までの児童

・０歳から２歳までの児童（住民税非課税世帯）



４ 無償化給付の額

・３歳から５歳まで 月額３７，０００円上限（※）

・０歳から２歳まで（住民税非課税世帯） 月額４２，０００円上限（※）

※認可外保育施設，一時預かり，病児・病後児保育の利用料の合算額

５ 無償化給付の方法（案）

保護者からの申請に基づく償還払

提供会員は，援助活動を行うごとに，保護者から利用料（利用料助成相当額を除く。）を

徴収する。

６ 無償化給付の申請方法等（案）

① 保護者は，事業の利用に当たり，ファミリーサポートセンターに登録を行い，ファミ

リーサポートセンターは，提供会員との調整を行う。

② 保護者は，事業の利用時に，提供会員に利用料（助成相当額を除く。）を支払う。

③ 提供会員は，保護者の確認を受けた活動報告書をファミリーサポートセンターに提出

し，ファミリーサポートセンターは，これを市に提出する。

④ 市は，提供会員に利用料の助成相当額を支払う。

⑤ 保護者は，市に無償化給付に係る認定及び給付の申請を行う。

⑥ 市は，保育の必要性の認定を行うとともに，他の施設等給付の利用状況の確認を行い，

無償化給付額を確定する。

⑦ 市は，保護者に対し，無償化給付額を支払う。

提供会員に支払った利用料助成相当額を無償化給付額として認定し，整理する。

①登録・利用調整

②事業の利用・ ③活動報告書 ③

利用料の支払 の提出

(助成相当額を除く｡)

【1/2又は1/5】

④利用料の助成相当額の支払

【1/2又は4/5】

⑦助成相当額を無償化給付額として認定

⑤申請書の提出

⑦無償化給付額のうち利用料（助成相当額を除く。）の支払

【1/2又は1/5】

※５及び６の案は，国からの詳細の提示，ファミリーサポートセンター等との協議，調整等に

より，変更があり得る。
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７ 対象者数の見込み

平成３０年度実績

フ ァ ミ リ ー 上川中部子ども
備 考

サポートセンター 緊急さぽねっと

利用者数（実） ５６人 １３３人

平成３０年度実績に基づく，無償化給付対象者数の見込み

フ ァ ミ リ ー 上川中部子ども
備 考

サポートセンター 緊急さぽねっと

保育の必要性等の確
３歳から５歳まで １１人 ４９人 認が困難であり，３

歳から５歳までの預
かり利用者数による

保育の必要性，非課
税世帯等の確認が困

０歳から２歳まで ０人 １１人 難であり，０歳から
（非課税世帯） ２歳までの預かりの

利用者で，５分の４
の利用料助成対象者
数による

合計 １１人 ６０人


